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1.概要

高齢者を社会全体で支える制度として広く定着した介護保険制度は、3年毎に制度の見

直しを行っている。令和 2年度は第 7期介護保険事業計画(平成 30 年度～令和 2年度)の 3

年目にあたる年であり、引き続き円滑な介護保険制度の継続を図る。

取手市の令和 2年 1月 1日現在の 65歳以上の人口は 36,455 人で、高齢化率は 34.0％を

示し、要介護（支援）認定者が 4,852 人、認定率は 13.3%である。益々加速する高齢化に

伴い、居宅サービスを中心にサービス利用者が拡大するとともに介護給付費も増大してい

る。

高齢者が住み慣れた地域で健康で幸福に暮らせるよう、介護保険事業計画に基づき、高

齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止の取組み、配食･見守り等の生活支援体制の整備、

在宅生活を支える医療と介護の連携及び認知症の人への支援の仕組みづくり等を一体的に

推進しながら、高齢者を地域全体で支えていく体制を構築する。

要介護(支援)認定者の推移 (4 月 1 日現在)

令和 2年度は、令和 2年 1月 1日現在

受給者の推移 （4月 1日現在）

令和 2年度は、令和 2年 1月 1日現在

年 度 65歳以上の人口 高齢化率 65 歳以上の認定者数

令和 2年度 36,455 人 34.0% 4,852 人

令和元年度 36,179 人 33.7% 4,657 人

平成 30年度 35,658 人 33.1% 4,564 人

平成 29年度 35,026 人 32.3% 4,404 人

平成 28年度 34,266 人 31.5% 4,309 人

年 度
居宅介護（予防）

サービス受給者

地域密着型（介護予

防）サービス受給者
施設サービス受給者

令和 2年度 2,820 人 623 人 888 人

令和元年度 2,502 人 594 人 884 人

平成 30年度 2,550 人 532 人 910 人

平成 29年度 2,472 人 527 人 853 人

平成 28年度 2,570 人 130 人 822 人



- 203 -

介護(予防)給付費当初予算額の推移

2.歳入の状況

（単位:千円）

3.歳出の状況

（単位:千円）

1 総務費

1 総務管理費 1 一般管理費

[担当：高齢福祉課] P.117

7001 介護保険事務に要する経費 13,930,000 円（14,152,000 円）

[その他 13,929,000 円 一財 1,000 円]

年 度
居宅介護（予防）

サービス給付費

地域密着型（介護予

防）サービス給付費
施設施 施設サービス給付費

令和 2年度 2,887,068,000 円 849,209,000 円 2,969,760,000 円

令和元年度 2,760,516,000 円 781,620,000 円 2,962,344,000 円

平成 30年度 2,678,682,000 円 747,852,000 円 2,799,744,000 円

平成 29年度 2,604,600,000 円 726,744,000 円 2,744,280,000 円

平成 28年度 2,498,152,000 円 661,452,000 円 2,831,280,000 円

区 分 令和 2年度 令和元年度 増 減 率(%)

介 護 保 険 料 1,992,177 2,045,673 △2.6

使用料及び手数料 287 345 △16.8

国 庫 支 出 金 1,585,773 1,481,328 7.1

支払基金交付金 2,114,240 2,055,350 2.9

県 支 出 金 1,177,427 1,151,259 2.3

財 産 収 入 54 304 △82.2

繰 入 金 1,397,047 1,317,195 6.1

繰 越 金 25,000 25,000 0.0

諸 収 入 3,164 3,170 △0.2

歳 入 合 計 8,295,169 8,079,624 2.7

区 分 令和 2年度 令和元年度 増 減 率(%)

総 務 費 169,465 165,622 2.3

保 険 給 付 費 7,632,864 7,402,792 3.1

地域支援事業費 395,630 413,690 △4.4

諸 支 出 金 77,210 77,520 △0.4

予 備 費 20,000 20,000 0.0

歳 出 合 計 8,295,169 8,079,624 2.7
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＊ 特財積算根拠

[財産収入:介護給付費準備基金利子 54,000 円]

[繰入金:事務費等繰入金 13,812,000 円]

[諸収入:雇用保険料本人負担分 63,000 円]

○ 目的

介護保険制度の適正かつ効率的な実施、被保険者に対する行政サービスの向上を図る。

○ 内容

介護保険制度を適正に実施する。

主な経費 通信運搬費（被保険者証･決定通知郵送等） 2,173,000 円

委託料（介護保険電算情報処理業務他） 8,289,000 円

介護保険システムＯＡ機器使用料（事務処理システム機器賃貸借他）

2,154,000 円

2 徴収費 1 賦課徴収費

[担当：高齢福祉課] P.119

7501 保険料賦課徴収費に要する経費 7,032,000 円（7,637,000 円）

[その他 7,032,000 円]

＊ 特財積算根拠

[手数料:保険料督促手数料 287,000 円]

[繰入金:事務費等繰入金 6,745,000 円]

○ 目的

介護サービス給付費などに充てる財源を確保するために、市内に住所を有する 65歳以上

の被保険者(第 1号被保険者)に対し、介護保険料の賦課及び徴収事務を行う。

○ 内容

介護保険第 1号被保険者に保険料内容の周知を図ると共に、保険料の賦課、徴収及び債

権管理を行い保険料納入者の管理を行う。

主な経費 報酬（保険料徴収事務補助員報酬）

924,000 円

印刷製本費（介護保険料リーフレット･封筒作成）

909,000 円

通信運搬費（特別徴収額決定通知書･普通徴収納入通知書等郵送料）

3,849,000 円

手数料(特別徴収業務･コンビニ収納等手数料）

952,000 円

3 介護認定審査会費 1 介護認定審査会費

[担当：高齢福祉課] P.120

7501 介護認定審査会に要する経費 14,731,000 円（13,535,000 円）

[その他 14,731,000 円]

＊ 特財積算根拠

[繰入金:事務費等繰入金 14,731,000 円]
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○ 目的

介護認定審査会を開催し、介護保険認定申請者の要介護･要支援の審査判定を適正に行う

ことで、介護保険制度の適正な運営を図る。

○ 内容

介護認定調査結果をコンピュータ処理により一次判定し、審査会資料の作成を行う。認

定審査会を開催し、一次判定結果･主治医意見書･認定調査特記事項をもとに介護度の認定

を行う。

主な経費 介護認定審査会委員報酬 10,659,000 円

介護保険システムＯＡ機器使用料（認定審査業務システム賃貸借他）

2,357,000 円

3 介護認定審査会費 2 認定調査等費

[担当：高齢福祉課] P.120

7501 認定調査等に要する経費 50,572,000 円（45,298,000 円）

[その他 50,572,000 円]

＊ 特財積算根拠

[繰入金:事務費等繰入金 50,572,000 円]

○ 目的

訪問調査の的確な実施、主治医意見書の作成依頼など認定審査会の開催準備をし、公平

で適正な要介護･要支援認定を行うことで、介護保険制度の適正な運営を図る。

○ 内容

介護認定調査員が要介護認定申請者に対して訪問調査を実施。かかりつけの医師へ主治

医意見書の作成を依頼する。

主な経費 報酬（介護認定調査員他） 18,745,000 円

通信運搬費（認定調査票･主治医意見書郵送料） 976,000 円

主治医意見書作成手数料 21,588,000 円

居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,703,000 円

公用車リース料（認定調査用） 1,535,000 円

2 保険給付費

1 介護サービス等諸費 1 居宅介護サービス給付費

[担当：高齢福祉課] P.122

7501 居宅介護サービス給付費に要する経費 2,763,168,000 円（2,642,196,000 円）

[国･県 985,445,000 円 その他 1,777,723,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国負:介護給付費負担金 552,638,000 円]

[国補:普通調整交付金 87,408,000 円]

[県負:介護給付費負担金 345,399,000 円]

[保険料:特別徴収分 558,953,000 円]

[保険料:普通徴収分 13,725,000 円]
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[保険料:普通徴収分前年度以前分 1,236,000 円]

[支払基金:第 2号被保険者保険料 746,055,000 円]

[繰入金:介護給付費繰入金 345,400,000 円]

[繰入金:低所得者の保険料軽減に要する費用 96,308,000 円]

[繰入金:介護給付費準備基金繰入金 14,546,000 円]

[諸収入:第三者納付金 1,500,000 円]

○ 目的

要介護認定者が、指定居宅サービス事業者から介護サービスを受けた時に、居宅介護サ

ービス給付費を支給することにより、利用者負担の軽減を図る。

○ 内容

居宅介護サービス給付費 @42,800 円×5,380 人×12 月＝2,763,168,000 円

1 介護サービス等諸費 2 地域密着型介護サービス給付費

[担当：高齢福祉課] P.122

7501 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 847,440,000 円（778,968,000 円）

[国･県 275,418,000 円 その他 572,022,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国負:介護給付費負担金 169,488,000 円]

[県負:介護給付費負担金 105,930,000 円]

[保険料:特別徴収分 232,361,000 円]

[支払基金:第 2号被保険者保険料 228,809,000 円]

[繰入金:介護給付費繰入金 105,930,000 円]

[繰入金:介護給付費準備基金繰入金 4,922,000 円]

○ 目的

要介護認定者が、住み慣れた地域で生活できるよう地域に密着した介護サービスを受け

た時に、地域密着型介護サービス給付費を支給することにより、利用者負担の軽減を図る。

○ 内容

地域密着型介護サービス給付費 @107,000 円×660 人×12 月＝847,440,000 円

1 介護サービス等諸費 3 施設介護サービス給付費

[担当：高齢福祉課] P.122

7501 施設介護サービス給付費に要する経費 2,969,760,000 円（2,962,344,000 円）

[国･県 965,173,000 円 その他 2,004,587,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国負:介護給付費負担金 445,464,000 円]

[県負:介護給付費負担金 519,708,000 円]

[県補:財政安定化基金貸付金 1,000 円]

[保険料:特別徴収分 812,286,000 円]

[保険料:普通徴収分前年度以前分 2,000,000 円]

[支払基金:第 2号被保険者保険料 801,835,000 円]

[繰入金:介護給付費繰入金 371,220,000 円]
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[繰入金:介護給付費準備基金繰入金 15,746,000 円]

[諸収入:第三者納付金 1,500,000 円]

○ 目的

要介護認定者が、介護保険施設である指定介護老人福祉施設、指定介護老人保健施設、

介護医療院等で介護サービスを受けた時に、食費、居住費、日常生活費を除く施設介護サ

ービス給付費を支給することにより、利用者負担の軽減を図る。

○ 内容

施設介護サービス給付費 @269,000 円×920 人×12 月＝2,969,760,000 円

1 介護サービス等諸費 4 居宅介護福祉用具購入給付費

[担当：高齢福祉課] P.123

7501 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 10,044,000 円（9,810,000 円）

[国･県 3,263,000 円 その他 6,781,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国負:介護給付費負担金 2,008,000 円]

[県負:介護給付費負担金 1,255,000 円]

[保険料:特別徴収分 656,000 円]

[保険料:普通徴収分前年度以前分 2,100,000 円]

[支払基金:第 2号被保険者保険料 2,712,000 円]

[繰入金:介護給付費繰入金 1,255,000 円]

[繰入金:介護給付費準備基金繰入金 58,000 円]

○ 目的

要介護認定者が、厚生労働大臣が定める特定福祉用具を購入した時に、居宅介護福祉用

具購入給付費を支給することにより、利用者負担の軽減を図る。

○ 内容

特定福祉用具購入に係る費用 100,000 円を年間の上限とし、利用者負担割合に応じて購

入費の一部を支給する。

居宅介護福祉用具購入給付費 @31,000 円×27件×12 月＝10,044,000 円

1 介護サービス等諸費 5 居宅介護住宅改修給付費

[担当：高齢福祉課] P.123

7501 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 30,600,000 円（30,278,000 円）

[国･県 9,945,000 円 その他 20,655,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国負:介護給付費負担金 6,120,000 円]

[県負:介護給付費負担金 3,825,000 円]

[保険料:特別徴収分 3,788,000 円]

[保険料:普通徴収分 4,602,000 円]

[支払基金:第 2号被保険者保険料 8,262,000 円]

[繰入金:介護給付費繰入金 3,825,000 円]

[繰入金:介護給付費準備基金繰入金 178,000 円]
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○ 目的

要介護認定者が、手すりの取付け等の住宅改修を行った時に、居宅介護住宅改修給付費

を支給することにより、利用者負担の軽減を図る。

○ 内容

住宅改修に係る費用 200,000 円を上限とし、利用者負担割合に応じて改修費の一部を支

給する。

居宅介護住宅改修給付費 @102,000 円×25件×12 月＝30,600,000 円

1 介護サービス等諸費 6 居宅介護サービス計画給付費

[担当：高齢福祉課] P.124

7501 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 374,256,000 円（355,104,000 円）

[国･県 121,633,000 円 その他 252,623,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国負:介護給付費負担金 74,851,000 円]

[県負:介護給付費負担金 46,782,000 円]

[保険料:特別徴収分 69,608,000 円]

[保険料:普通徴収分 33,011,000 円]

[支払基金:第 2号被保険者保険料 101,049,000 円]

[繰入金:介護給付費繰入金 46,782,000 円]

[繰入金:介護給付費準備基金繰入金 2,173,000 円]

○ 目的

要介護認定者が、指定居宅介護支援事業者から介護支援を受けた時に、居宅介護サービ

ス計画給付費を支給することにより、利用者負担の軽減を図る。

○ 内容

居宅介護サービス計画給付費 @13,800 円×2,260 人×12 月＝374,256,000 円

2 介護予防サービス等諸費 1 介護予防サービス給付費

[担当：高齢福祉課] P.124

7501 介護予防サービス給付費に要する経費 123,900,000 円（118,320,000 円）

[国･県 40,267,000 円 その他 83,633,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国負:介護給付費負担金 24,780,000 円]

[県負:介護給付費負担金 15,487,000 円]

[保険料:特別徴収分 29,807,000 円]

[保険料:普通徴収分 4,166,000 円]

[支払基金:第 2号被保険者保険料 33,453,000 円]

[繰入金:介護給付費繰入金 15,487,000 円]

[繰入金:介護給付費準備基金繰入金 720,000 円]

○ 目的

要支援認定者が、指定居宅サービス事業者から介護サービスを受けた時に、介護予防サ

ービス給付費を支給することにより、利用者負担の軽減を図る。
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○ 内容

介護予防サービス給付費 @17,500 円×590 人×12 月＝123,900,000 円

2 介護予防サービス等諸費 2 地域密着型介護予防サービス給付費

[担当：高齢福祉課] P.125

7501 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費 1,769,000 円（2,652,000 円）

[国･県 574,000 円 その他 1,195,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国負:介護給付費負担金 353,000 円]

[県負:介護給付費負担金 221,000 円]

[保険料:特別徴収分 481,000 円]

[支払基金:第 2号被保険者保険料 478,000 円]

[繰入金:介護給付費繰入金 221,000 円]

[繰入金:介護給付費準備基金繰入金 15,000 円]

○ 目的

要支援認定者が、住み慣れた地域で生活できるよう地域に密着した介護サービスを受け

た時に、地域密着型介護予防サービス給付費を支給することにより、利用者負担の軽減を

図る。

○ 内容

地域密着型介護予防サービス給付費 @73,700 円×2人×12 月＝1,768,800 円

2 介護予防サービス等諸費 3 介護予防福祉用具購入給付費

[担当：高齢福祉課] P.125

7501 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費 2,208,000 円（2,132,000 円）

[国･県 717,000 円 その他 1,491,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国負:介護給付費負担金 441,000 円]

[県負:介護給付費負担金 276,000 円]

[保険料:特別徴収分 606,000 円]

[支払基金:第 2号被保険者保険料 596,000 円]

[繰入金:介護給付費繰入金 276,000 円]

[繰入金:介護給付費準備基金繰入金 13,000 円]

○ 目的

要支援認定者が、厚生労働大臣が定める特定福祉用具を購入した時に、介護予防福祉用

具購入給付費を支給することにより、利用者負担の軽減を図る。

○ 内容

特定福祉用具購入に係る費用 100,000 円を年間の上限とし、利用者負担割合に応じて購

入費の一部を支給する。

介護予防福祉用具購入給付費 @23,000 円×8件×12 月＝2,208,000 円



- 210 -

2 介護予防サービス等諸費 4 介護予防住宅改修給付費

[担当：高齢福祉課] P.125

7501 介護予防住宅改修給付費に要する経費 16,560,000 円（16,278,000 円）

[国･県 5,382,000 円 その他 11,178,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国負:介護給付費負担金 3,312,000 円]

[県負:介護給付費負担金 2,070,000 円]

[保険料:特別徴収分 4,541,000 円]

[支払基金:第 2号被保険者保険料 4,471,000 円]

[繰入金:介護給付費繰入金 2,070,000 円]

[繰入金:介護給付費準備基金繰入金 96,000 円]

○ 目的

要支援認定者が、手すりの取付け等の住宅改修を行った時に、介護予防住宅改修給付費

を支給することにより、利用者負担の軽減を図る。

○ 内容

住宅改修に係る費用 200,000 円を上限とし、利用者負担割合に応じて改修費の一部を支

給する。

介護予防住宅改修給付費 @115,000 円×12件×12 月＝16,560,000 円

2 介護予防サービス等諸費 5 介護予防サービス計画給付費

[担当：高齢福祉課] P.126

7501 介護予防サービス計画給付費に要する経費 23,840,000 円（22,230,000 円）

[国･県 7,748,000 円 その他 16,092,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国負:介護給付費負担金 4,768,000 円]

[県負:介護給付費負担金 2,980,000 円]

[保険料:特別徴収分 6,457,000 円]

[保険料:普通徴収分 80,000 円]

[支払基金:第 2号被保険者保険料 6,437,000 円]

[繰入金:介護給付費繰入金 2,980,000 円]

[繰入金:介護給付費準備基金繰入金 138,000 円]

○ 目的

要支援認定者が、指定居宅介護支援事業者から介護支援を受けた時に、介護予防サービ

ス計画給付費を支給することにより、利用者負担の軽減を図る。

○ 内容

介護予防サービス計画給付費 @4,730 円×420 人×12 月＝23,839,200 円

3 その他の諸費 1 審査支払手数料

[担当：高齢福祉課] P.126

7501 審査支払手数料に要する経費 7,155,000 円（6,820,000 円）

[国･県 2,325,000 円 その他 4,830,000 円]
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＊ 特財積算根拠

[国負:介護給付費負担金 1,431,000 円]

[県負:介護給付費負担金 894,000 円]

[保険料:特別徴収分 1,962,000 円]

[支払基金:第 2号被保険者保険料 1,932,000 円]

[繰入金:介護給付費繰入金 894,000 円]

[繰入金:介護給付費準備基金繰入金 42,000 円]

○ 目的

介護保険の適正な給付をするため、茨城県国民健康保険団体連合会にレセプト審査及び

支払を依頼する。

○ 内容

茨城県国民健康保険団体連合会に審査支払手数料を支払う。

審査支払手数料 県内 @57 円×9,280 件×12 月＝6,347,520 円

県外 @57 円×1,180 件×12 月＝ 807,120 円

4 高額介護サービス等費 1 高額介護サービス費

[担当：高齢福祉課] P.127

7501 高額介護サービス費に要する経費 181,872,000 円（168,240,000 円）

[国･県 59,108,000 円 その他 122,764,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国負:介護給付費負担金 36,374,000 円]

[県負:介護給付費負担金 22,734,000 円]

[保険料:特別徴収分 34,392,000 円]

[保険料:普通徴収分 15,477,000 円]

[支払基金:第 2号被保険者保険料 49,105,000 円]

[繰入金:介護給付費繰入金 22,734,000 円]

[繰入金:介護給付費準備基金繰入金 973,000 円]

[諸収入:第 1号被保険者延滞金 81,000 円 返納金 2,000 円]

○ 目的

要介護認定者が受けた介護サービスに係る利用者負担額が一定額を超えた時に、高額介

護サービス費を支給し利用者負担の軽減を図る。

○ 内容

同一月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額（同じ世帯内に複数の利用者がい

る場合には世帯合計額）が所得に応じた限度額を超えた時に、申請により超えた分を高額

介護サービス費として支給する。

高額介護サービス費 公費分 @11,300 円×120 件×12 月＝ 16,272,000 円

償還分 @23,000 円×600 件×12 月＝165,600,000 円

自己負担の限度額（月額）

区 分 限度額

現役並み所得者相当の方 44,400 円
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（注）平成 29 年 8 月からは、同じ世帯の全ての 65歳以上の方（サービスを利用していな

い人を含む）の利用者負担額が 1割の世帯には、3年間に限り年間上限額（446,400 円）を

設定。

5 高額医療合算介護サービス等費 1 高額医療合算介護サービス費

[担当：高齢福祉課] P.128

7501 高額医療合算介護サービス費に要する経費 22,950,000 円（22,950,000 円）

[国･県 7,458,000 円 その他 15,492,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国負:介護給付費負担金 4,590,000 円]

[県負:介護給付費負担金 2,868,000 円]

[保険料:特別徴収分 2,041,000 円]

[保険料:普通徴収分 2,053,000 円]

[保険料:普通徴収分前年度以前分 2,200,000 円]

[支払基金:第 2号被保険者保険料 6,197,000 円]

[繰入金:介護給付費繰入金 2,868,000 円]

[繰入金:介護給付費準備基金繰入金 133,000 円]

○ 目的

医療及び介護の利用者の負担の軽減を図る。

○ 内容

同一世帯内で各医療保険（国民健康保険、後期高齢者医療保険等）と介護保険を両方利

用して、自己負担額が一年間（毎年 8月 1日～翌年 7月 31 日）の限度額を超えた場合、申

請により、超えた分を高額医療合算介護サービス費として支給する。

高額医療合算介護サービス費 @25,500 円×75件×12 月＝22,950,000 円

6 特定入所者介護サービス等費 1 特定入所者介護サービス費

[担当：高齢福祉課] P.129

7501 特定入所者介護サービス費に要する経費 257,028,000 円（264,156,000 円）

[国･県 83,533,000 円 その他 173,495,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国負:介護給付費負担金 38,554,000 円]

[県負:介護給付費負担金 44,979,000 円]

[保険料:特別徴収分 36,991,000 円]

[保険料:普通徴収分 33,485,000 円]

市民税課税世帯の方 44,400 円（注）

世帯全員が市民税非課税 24,600 円

・老齢福祉年金受給者の方

・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が

80万円以下の方等

24,600 円（世帯）

15,000 円（個人）

生活保護受給者 15,000 円
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[支払基金:第 2号被保険者保険料 69,398,000 円]

[繰入金:介護給付費繰入金 32,128,000 円]

[繰入金:介護給付費準備基金繰入金 1,493,000 円]

○ 目的

所得の低い方の施設利用が困難にならないよう利用者の収入状況に応じた自己負担限度

額を設定し、負担軽減を図る。

○ 内容

世帯全員が住民税非課税の方等で一定の条件を満たす場合、申請により「介護保険負担

限度額認定証」を交付し、限度額を超えた分は特定入所者介護サービス費として支給する。

なお、住民税非課税世帯でも預貯金などの資産が一定以上ある場合や住民票上世帯が異

なっていても配偶者(内縁含む)が課税されている場合には、給付の対象外となる。

また、利用者の非課税年金(遺族、障害、寡婦等の年金)も収入として算定し、負担限度

額段階の判断基準に反映する。

特定入所者介護サービス費

施設･食事 @24,300 円×490 人×12 月＝142,884,000 円

施設･居住 @20,000 円×370 人×12 月＝ 88,800,000 円

短期･食事 @ 9,300 円×120 人×12 月＝ 13,392,000 円

短期･居住 @ 8,300 円×120 人×12 月＝ 11,952,000 円

※（ ）内は介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合

3 地域支援事業費

1 介護予防生活支援サービス事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費

[担当：高齢福祉課] P.130

7501 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 156,092,000 円（161,218,000 円）

[国･県 69,359,000 円 その他 86,733,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:介護予防･日常生活支援総合事業交付金 30,956,000 円]

[国補:保険者機能強化推進交付金 19,055,000 円]

[県補:介護予防･日常生活支援総合事業交付金 19,348,000 円]

[保険料:特別徴収分 24,275,000 円]

[支払基金:地域支援事業支援交付金 41,788,000 円]

利 用 者

負担段階

居住費等の負担限度額
食費の

負 担

限度額

ユニット型

従来型個室 多床室
個室

個室的

多床室

第 1 段 階 820 円 490 円 490 円 (320 円) 0 円 300 円

第 2 段 階 820 円 490 円 490 円 (420 円) 370 円 390 円

第 3 段 階 1,310 円 1,310 円 1,310 円 (820 円) 370 円 650 円

基準費用額 2,006 円 1,668 円 1,668 円 (1,171円) 855 円 1,392 円
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[繰入金:介護予防･日常生活支援総合事業繰入金 20,670,000 円]

○ 目的

要支援者等に対して、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは

悪化の防止及び地域において自立した日常生活の支援を実施することにより、運動機能の

維持向上や閉じこもり予防を図るとともに、活動的で生きがいのある人生を送ることがで

きるよう支援することを目的とする。

○ 内容

従来、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護により提供されていた専門的なサービス

に加え、住民主体の支援等の多様なサービス、一般介護予防事業の充実を図り、市の独自

事業等を活用することにより、要支援者等の能力を最大限いかしつつ、要支援者等の状態

等に応じたサービスを実施する。

（第 1号訪問事業）

・訪問介護相当サービス

（訪問介護員等によるサービス専門的なサービス）

@17,500 円×235 人×12 月＝49,350,000 円

・訪問型サービス B

（有償･無償のボランティア等により提供される住民主体による支援）

@150,000 円×4団体＝600,000 円

・訪問型サービス D

（移動支援サービスによる生活支援）

@150,000 円×1団体＝150,000 円

（第 1号通所事業）

・通所介護相当サービス

（通所介護事業者の従事者によるサービス）

@23,500 円×355 人×12 月＝100,110,000 円

・通所型サービス A

（主に雇用されている労働者とともにボランティアが補助的に加わった形により提供さ

れる旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス）

元気ハツラツ教室委託料 @2,000 円×20人×4箇所×12 月＝1,920,000 円

・通所型サービス B

（有償･無償のボランティア等により提供される住民主体による支援）

@150,000 円×4団体＝600,000 円

（第１号生活支援事業）

・その他生活支援サービス

（栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食等）

月～金までの週 5日のうち必要と認められる日の夕食を配達する。利用者負担は 400 円。

委託料金 @523 円×5,061 食×1.1＝2,911,593 円

（訪問型サービス及び通所型サービスとの一体的提供するサービス）

@150,000 円×1団体＝150,000 円



- 215 -

1 介護予防生活支援サービス事業費 2 介護予防ケアマネジメント費

[担当：高齢福祉課] P.130

7501 介護予防ケアマネジメントに要する経費 20,967,000 円（21,751,000 円）

[国･県 6,813,000 円 その他 14,154,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:介護予防･日常生活支援総合事業交付金 4,193,000 円]

[県補:介護予防･日常生活支援総合事業交付金 2,620,000 円]

[保険料:特別徴収分 5,865,000 円]

[支払基金:地域支援事業支援交付金 5,661,000 円]

[繰入金:介護予防･日常生活支援総合事業繰入金 2,620,000 円]

[諸収入:介護予防ケアマネジメント財政調整に伴う負担金返還金 8,000 円]

○ 目的

介護予防ケアマネジメントは、介護予防の目的である「高齢者が要介護状態になること

をできる限り防ぐ」「要支援･要介護状態になっても状態がそれ以上に悪化しないようにす

る」ために、高齢者自身が地域において自立した日常生活を送ることができるよう支援す

ることを目的とする。

○ 内容

介護予防ケアマネジメントは、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状

況、置かれている環境その他の状況に応じて、訪問型サービス、通所型サービス、その他

生活支援サービスのほか、一般介護予防事業などにより提供される生活支援サービスも含

め、要支援者等の状態等にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必

要な援助を行う。

（介護予防ケアマネジメント費）

初回 @7,821 円× 20 名×12 月＝1,877,040 円

継続 @4,611 円×345 名×12月＝19,089,540 円

2 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費

[担当：健康づくり推進課] P.131

7501 介護予防普及啓発事業に要する経費 8,130,000 円（16,808,000 円）

[国･県 2,644,000 円 その他 5,486,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:介護予防･日常生活支援総合事業交付金 1,627,000 円]

[県補:介護予防･日常生活支援総合事業交付金 1,017,000 円]

[保険料:特別徴収分 2,274,000 円]

[支払基金:地域支援事業支援交付金 2,195,000 円]

[繰入金:介護予防･日常生活支援総合事業繰入金 1,017,000 円]

○ 目的

介護認定を受けていない高齢者を対象に回想法スクールや取手プラン生命の樹等の一般

介護予防教室を開くことで、高齢者の健康の保持増進を図る。

○ 内容

（取手プラン生命の樹）
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一人ひとりの健康状態を、体力測定･問診･健康診断の結果から総合的に分析及び健康度

評価を行い、健康づくりの方法を個別指導（カウンセリング）する。その後、転倒予防･

脳力アップなどのプログラム（フォローアップ教室）を開催し、継続的な健康づくりの機

会を提供する。

取手プラン生命の樹業務委託料 6,930,000 円

（回想法スクール）

「アタマとカラダ」の健康を維持しながら回想法の実践を通し、認知症予防を目指す教

室。教室では、回想法を実践するボランティアアシスタントも同時に養成していく。

回想法スクール委託料 916,000 円

[担当：高齢福祉課･健康づくり推進課] P.131

8001 地域介護予防活動支援事業に要する経費 13,133,000 円（10,626,000 円）

[国･県 4,267,000 円 その他 8,866,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:介護予防･日常生活支援総合事業交付金 2,626,000 円]

[県補:介護予防･日常生活支援総合事業交付金 1,641,000 円]

[保険料:特別徴収分 3,679,000 円]

[支払基金:地域支援事業支援交付金 3,546,000 円]

[繰入金:介護予防･日常生活支援総合事業繰入金 1,641,000 円]

○ 目的

介護予防活動の地域展開を目指して、住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じ

て効果的かつ効率的に支援することを目的とする。

○ 内容

（介護予防講座）

介護予防に関する専門分野の講師を招いて、介護予防講座を開催する。

介護予防講座講師謝礼 119,000 円

（シルバーリハビリ体操指導士 3級養成）

シルバーリハビリ体操を住民に指導するボランティア「シルバーリハビリ体操指導士」

を養成するための講習会を委託する。

シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講習会委託料 167,000 円

（介護予防拠点施設運営）

地域の高齢者が気軽に集い、健康づくりや趣味のサークル活動に取り組むことのできる

介護予防拠点施設（いきいきプラザ、げんきサロン戸頭西･稲･藤代）の管理運営を通じて、

高齢者の健康増進と生きがいづくりを図る。

指定管理者は取手市社会福祉協議会。指定管理期間は平成 30 年度から令和 3年度。

いきいきプラザ･げんきサロン指定管理料運営費分 6,736,000 円

（チューブ体操指導者養成）

チューブ体操を住民に指導するボランティア指導者の養成と指導能力向上を目的として、

フォローアップ講習会を委託する。

チューブ体操指導者養成委託料 198,000 円

（地域介護予防教室）
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住民主体の活動の場に、専門的な講座を開催するために講師を派遣する。

地域介護予防教室委託料 648,000 円

（体組成測定業務）

公民館等や地域で介護予防に取組むグループへ体組成測定を委託して実施する。

体組成測定業務委託料 109,000 円

（地域介護予防支援事業補助金）

地域の身近な集会所等を活用し、主に元気な高齢者を対象にした介護予防事業等に取組

む地域住民の団体に対し、活動費等の補助金を交付する。

地域介護予防支援事業補助金 3,150,000 円

（地域介護予防活動団体補助金）

地域住民及び高齢者を対象に、自主的に介護予防活動を行っている市内の団体に対し、

補助金を交付する。

地域介護予防活動団体補助金 690,000 円

（介護支援ボランティアポイント事業）

65 歳以上の要介護認定を受けていない高齢者が、市内の指定された介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、グループホーム、通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護施設でボ

ランティア活動に従事。市は従事した時間数に対して、ポイントを付与（1時間単位＝1

ポイント）。累積したポイントに対し、年度末に申請を受け付け交付金を交付する。（1ポ

イント＝100 円。上限は 50 ポイント。）

介護支援ボランティア事業委託料 @227,273 円×1.1 ＝250,000 円

介護支援ボランティア交付金 @100 円×275 名×0.6×年間平均従事時間 25時間

＝412,500 円

3 包括的支援事業費・任意事業費 1 総務費

[担当：高齢福祉課] P.133

7601 地域包括支援センターに要する経費 128,152,000 円（128,448,000 円）

[国･県 74,015,000 円 その他 54,137,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 49,340,000 円]

[県補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 24,675,000 円]

[保険料:特別徴収分 29,453,000 円]

[繰入金:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 24,675,000 円]

[諸収入:雇用保険料本人負担分 9,000 円]

○ 目的

平成 27 年度以降、おおよその日常生活圏域ごとに 4ヶ所の地域包括支援センターを社会

福祉法人等に業務委託し、高齢者がいつまでも自分らしく、可能な限り住みなれた地域で

自立した生活を続けられるように、主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士の専門職員

が互いに連携をとりながら継続的･包括的に支援していくことにより、保健医療の向上及び

福祉の増進を図る。

○ 内容

地域包括支援センター業務委託料 123,500,000 円
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公用車リース料 455,000 円

地域包括支援センターシステム使用料 91,000 円

主任介護支援専門員研修講師謝礼 180,000 円

会計年度任用職員報酬 3,053,000 円

3 包括的支援事業費・任意事業費 2 任意事業費

[担当：高齢福祉課] P.134

8202 紙おむつ支給に関する経費 13,980,000 円（14,068,000 円）

[国･県 8,073,000 円 その他 5,907,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 5,382,000 円]

[県補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 2,691,000 円]

[保険料:特別徴収分 3,216,000 円]

[繰入金:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 2,691,000 円]

○ 目的

在宅要介護高齢者等に対して紙おむつを支給することにより、要介護高齢者等及び介護

にあたる家族の負担軽減を図る。

○ 内容

要介護認定 3以上の在宅高齢者及び要介護認定 1以上の在宅の認知症高齢者に対して、

紙おむつを年 4回支給する。 (本人が市民税非課税の方を対象とする)

扶助費 @3,300 円×320 人×12月×1.1＝13,939,200 円

通信運搬費 @84 円×470 人＝39,480 円

[担当：高齢福祉課] P.135

8206 認知症高齢者見守り事業に関する経費 952,000 円（1,183,000 円）

[国･県 549,000 円 その他 403,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 366,000 円]

[県補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 183,000 円]

[保険料:特別徴収分 220,000 円]

[繰入金:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 183,000 円]

○ 目的

地域における認知症高齢者の見守り体制の構築を目的とした、徘徊高齢者を保護できる

仕組みの構築を行う。

○ 内容

徘徊のおそれのある認知症高齢者を対象に、携帯品や靴に着ける見守りキーホルダー･

ステッカーを配布し、徘徊時に保護された際、迅速に身元が特定できるようにする。

見守りステッカー @450 円×1.1×875 足＝433,125 円

システム使用料 462,000 円

[担当：高齢福祉課] P.135
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8301 配食サービスに関する経費 6,888,000 円（7,318,000 円）

[国･県 2,232,000 円 その他 4,656,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 1,488,000 円]

[県補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 744,000 円]

[保険料:特別徴収分 891,000 円]

[繰入金:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 3,765,000 円]

○ 目的

要支援認定者または基本チェックリスト該当者を除くひとり暮らし高齢者や高齢者世帯

等で、身体的に買い物や調理が困難な人を対象に、夕飯の配達をすることにより、安否の

確認、栄養摂取の補助、孤独感の解消を図る。

○ 内容

月～金までの週 5回のうち必要と認められる日の夕食を配達する。利用者負担は 400 円。

委託料金 @523 円×11,568 食×1.1＝6,655,070 円

[担当：高齢福祉課] P.136

8501 成年後見制度利用支援事業に要する経費 3,874,000 円（2,513,000 円）

[国･県 2,236,000 円 その他 1,638,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 1,491,000 円]

[県補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 745,000 円]

[保険料:特別徴収分 893,000 円]

[繰入金:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 745,000 円]

○ 目的

成年後見制度市長申立てに要する経費や成年後見人等の報酬の助成等を行うことを目的

とする。

○ 内容

身寄りのない認知症高齢者等であって、契約による介護保険サービス等の利用が困難な

方のうち、成年後見人等による支援を必要とするが、審判の申立てを行う親族がいない場

合などに、市長が成年後見制度の審判の申立てを家庭裁判所に行う。

市長申立てに要する各種手数料 1,022,000 円

成年後見人等報酬助成 2,852,000 円

3 包括的支援事業費・任意事業費 3 在宅医療・介護連携推進事業費

[担当：高齢福祉課] P.136

7501 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 3,700,000 円（3,500,000 円）

[国･県 2,136,000 円 その他 1,564,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 1,424,000 円]

[県補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 712,000 円]

[保険料:特別徴収分 852,000 円]
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[繰入金:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 712,000 円]

○ 目的

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医

療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。

○ 内容

取手市医師会に業務委託を行い、在宅医療において積極的役割を担う地域の医師、歯科

医師、薬剤師、看護職員、介護支援専門員等の多職種協働による在宅医療の支援体制を構

築することで、退院支援から生活の場における療養支援、急変時の対応及び看取りまでを

包括的かつ継続的に実践される在宅医療の提供体制を確立する。

在宅医療･介護連携推進事業委託料 3,700,000 円

3 包括的支援事業費・任意事業費 4 生活支援体制整備事業費

[担当：高齢福祉課] P.136

7501 生活支援体制整備事業に要する経費 3,276,000 円（3,559,000 円）

[国･県 1,891,000 円 その他 1,385,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 1,261,000 円]

[県補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 630,000 円]

[保険料:特別徴収分 755,000 円]

[繰入金:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 630,000 円]

○ 目的

単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護のサービス提

供のみならず、地域住民に身近な存在である市町村が中心となって、NPO 法人、ボランテ

ィア、地縁組織、介護サービス事業所、民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と

連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実･強化及び高齢者の社会参加の推進を一

体的に図っていくことを目的とする。

○ 内容

地域における助け合い･支え合いづくりの推進を目的に、定期的な情報共有･連携強化の

中核となる場で、地域の課題やニーズの解決策や対応策等を一緒に考える場として、「地域

における支え合いづくり推進協議会（協議体）」を第 1層（市全体）及び第 2層（各地域包

括支援センター）に設置する。

また、地域において生活支援･介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネー

ト機能を果たす「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」を各地域包括支援セ

ンターごとに選出し、介護予防･生活支援サービスに関する必要事項を協議する。

生活支援体制整備事業委託料 3,036,000 円

3 包括的支援事業費・任意事業費 5 権利擁護事業費

[担当：高齢福祉課] P.137

7501 権利擁護事業に要する経費 168,000 円（168,000 円）

[国･県 96,000 円 その他 72,000 円］
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＊ 特財積算根拠

[国補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 64,000 円]

[県補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 32,000 円]

[保険料:特別徴収分 40,000 円]

[繰入金:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 32,000 円]

○ 目的

地域の住民、民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が解決できない、

適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域に

おいて尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的･継続的

な視点から、高齢者の権利擁護のため必要な支援を行うことを目的とする。

○ 内容

日常生活自立支援事業、成年後見制度等の権利擁護を目的とするサービスや制度を活用

する等、ニーズに即した適切なサービスを機関につなぎ、適切な支援を提供することによ

り、高齢者の生活の維持を図る。

また、成年後見制度の普及･啓発活動を行なっている NPO 法人とりで市民後見の会に対し

て、活動費の助成等を実施する。

成年後見制度普及･啓発活動事業補助金 150,000 円

3 包括的支援事業費・任意事業費 6 地域ケア会議推進事業費

[担当：高齢福祉課] P.137

7501 地域ケア会議推進事業に要する経費 1,333,000 円（1,876,000 円）

[国･県 769,000 円 その他 564,000 円］

＊ 特財積算根拠

[国補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 513,000 円]

[県補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 256,000 円]

[保険料:特別徴収分 308,000 円]

[繰入金:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 256,000 円]

○ 目的

地域ケア会議は、市や地域包括支援センターが主催し、医療、介護等の専門職をはじめ、

民生委員、自治会長、NPO 法人、社会福祉法人、ボランティア等地域の多様な関係者が協

働し、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣

れた住まいでの生活を地域全体で支援していくことを目的とする。

○ 内容

地域ケア個別会議は、地域包括支援センターが主催する「個別事例の検討及び多職種協

働によるケアマネジメント支援」と共に、市が主催する「要介護者の訪問介護（生活援助）

の訪問回数のケアプラン検証」を実施していくものである。

地域ケア会議推進事業委託料 @280,000 円×4ヶ所×1.1＝1,232,000 円

地域ケア個別会議委員謝礼 @6,300 円×4人×4回×＝100,800 円

3 包括的支援事業費・任意事業費 7 認知症総合支援事業費

[担当：高齢福祉課] P.137
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7501 初期集中支援事業に要する経費 1,193,000 円（955,000 円）

[国･県 688,000 円 その他 505,000 円］

＊ 特財積算根拠

[国補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 459,000 円]

[県補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 229,000 円]

[保険料:特別徴収分 276,000 円]

[繰入金:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 229,000 円]

○ 目的

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮ら

し続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」

を配置し、早期診断･早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

○ 内容

認知症に係る専門的な知識･技能を有する医師（認知症サポート医）の指導の下、「認知

症初期集中支援チーム」を 4ヶ所の地域包括支援センター全てに設置し、複数の専門職が、

家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問、観察･評価、家

族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行う。

認知症施策推進会議委員謝礼 @2,000 円×12 人×2回＝48,000 円

認知症初期集中支援事業委託料 @242,000 円×4ヶ所×1.1＝1,064,800 円

認知症初期集中支援チーム員研修負担金 @40,000 円×2名＝80,000 円

[担当：高齢福祉課] P.138

7601 地域支援・ケア向上事業に要する経費 1,447,000 円（1,377,000 円）

[国･県 835,000 円 その他 612,000 円］

＊ 特財積算根拠

[国補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 557,000 円]

[県補:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 278,000 円]

[保険料:特別徴収分 334,000 円]

[繰入金:介護予防･日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 278,000 円]

○ 目的

医療機関や介護サービス及び地域の支援機関での連携を図り、認知症地域支援推進員（認

知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う）を各地域包括支援センターに 2名ずつ

配置し、当該推進員を中心として、医療･介護等の連携強化等による、地域の支援体制の構

築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。

○ 内容

地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者

や認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るため、「認知

症カフェ（通称:オレンジカフェ）」の運営経費等の助成を実施する。

また、認知症の本人が集い、本人同士が主体となって自らの体験や希望、必要としてい

ることを一緒に語り合う「本人ミーティング」の実施や回想スクールを受講したレミニシ

ャン（心療回想士）が介護保険施設等を訪問して、認知症の方に回想療法を行う取組みと

して「レミニンフレンド事業」を実施する。
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認知症地域支援･ケア向上推進事業委託料 @31,000 円×4ヶ所×1.1＝136,400 円

認知症カフェ（オレンジカフェ）運営補助金 @100,000 円×1ヶ所＝100,000 円

@50,000 円×2ヶ所＝100,000 円

認知症ガイドブック作成 @200,000 円×1.1＝220,000 円

終活ノート作成 @165,000 円×1.1＝181,500 円

認知症地域支援推進員研修負担金（新任者）@38,000 円×3人＝114,000 円

レミニンフレンド事業委託 @1,000 円×2人×4回×12月×4ヶ所×1.1＝422,400 円

本人ミーティング講師謝礼 @30,000 円×2回＝60,000 円

4 その他諸費 1 審査支払手数料

[担当：高齢福祉課] P.139

7501 審査支払手数料に要する経費 654,000 円（684,000 円）

[国･県 211,000 円 その他 443,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:介護予防･日常生活支援総合事業交付金 130,000 円]

[県補:介護予防･日常生活支援総合事業交付金 81,000 円]

[保険料:特別徴収分 185,000 円]

[支払基金:地域支援事業支援交付金 177,000 円]

[繰入金:介護予防･日常生活支援総合事業繰入金 81,000 円]

○ 目的

介護予防･日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の

事務を茨城県国民健康保険団体連合会に依頼する。

○ 内容

茨城県国民健康保険団体連合会に審査支払手数料を支払う。

審査支払手数料

介護予防･生活支援サービス事業費 @57 円×590 件×12 月＝403,560 円

介護予防ケアマネジメント費 @57 円×365 件×12 月＝249,660 円

4 諸支出金

1 償還金及び還付加算金 1 第 1号被保険者保険料還付金

[担当：高齢福祉課] P.140

7501 第 1号被保険者保険料還付金 2,200,000 円（2,500,000 円）

[その他 2,200,000 円]

＊ 特財積算根拠

[保険料:普通徴収分 2,200,000 円]

○ 目的

前年度以前における過誤納付保険料の還付をする。

○ 内容

過誤納還付金 2,200,000 円


